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仕 様 書 

１．件名 

  救急自動車の売払い 

 

２．売払車両台数 

  １台 

 

３．売払車両情報 

 ⑴ 車両の規格 

自動車登録番号 和泉８００ す ５７３４ 

登録年月日／交付年月日 平成２５年 ５月２９日 

初度登録年月 平成２５年 １月 

自動車の種別 普通 

用途 特殊 

車体の形状 救急車 

車名 トヨタ 

形式 ＣＢＦ－ＴＲＨ２２６Ｓ 

乗車定員 ７人 

車両重量 ２,８９０㎏ 

車両総重量 ３,２７５㎏ 

車台番号 ＴＲＨ２２６－００１１２５７ 

原動機の型式 ２ＴＲ 

長さ ５６２㎝ 

幅 １８９㎝ 

高さ ２４９㎝ 

総排気量 ２.６９Ⅼ 

燃料の種類 ガソリン 

有効期間の満了する日 令和９年１月２４日 

走行距離 

（令和７年４月１６日現在） 
２９１,１０５㎞ 

ＭＴ車・ＡＴ車の別 ＡＴ車 

 ⑵ 特記事項 

  ア エンジン始動及び灯火類については、公告時点で正常確認しています。 

  イ 令和７年１２月７日にエンジンオーバーヒートを起こし、エンジン部分から

のオイル漏れ及びラジエターの冷却水漏れが確認され、自走不可となっていま

す。故障後の点検及び修理は行っていません。主な修理履歴については「別紙

１」参照。 

  ウ 年式相応の車両であり、塗装変色やひび割れ、さび及び腐食部分等が所々あ

ります。引渡しまでに車両状態が変化する可能性があります。 
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  エ 走行距離は令和８年１月７日時点のものです。車両の管理上、走行距離が増

えることがあります。 

  オ 車両の状況については、職員の目視・操作等により確認できた事項であり、

エンジン及びポンプ等の専門的な見識を要する部分や、汚れ、キズ等の事項を

含めた正確な現状内容を保証するものではありません。 

  カ 運転席、助手席、後部座席シートに破れがあります。（別紙写真参照） 

 ⑶注意事項 

  ・車両写真の背景に写っている建物等は、対象外です。 

  ・写真は当組合職員が撮影したものであり、実際の色合いと異なって見える場合

があります。 

  

４．売払車両の引取り 

 ⑴ 引取場所 

大阪府阪南市黒田２６４番地の１ 

泉州南消防組合 阪南消防署 北分署 

 ⑵ 引取日時 

   引取期限内の平日とし、午前９時から１２時又は午後１時から４時までの間

で、買受者と当消防組合が協議の上決定する。 

 ⑶  引取期限 

      令和８年３月３１日 

 

５．リサイクル料金 

  自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金については預託済みであることか

ら、見積金額は、買受代金にリサイクル料を加算した額の記載とすること。 

 

６．契約金の納付 

  契約締結後、当消防組合の指定する口座に即納すること。 

なお、振込手数料については買受者の負担とする。 

 

７．契約保証金 

  売払代金を即納する場合免除とする。（泉州南消防組合契約規則第３０条第５号） 

 

８．引渡条件等 

⑴ 車両の引渡しは現状による引渡しとし、下見を行わなくとも見積書の提出はで

きるが、その場合は売払車両の状態について承諾したものとみなします。 

⑵ 引渡し後の不調や故障及び車両（艤装を含む）に関する瑕疵等については一切

保障しません。 

⑶ 車両の引渡しは、買受者が車両の廃車又は名義変更を行い、車両の登録抹消又

は移転登録等の写しを提出していただき、消防組合が確認した後となります。な

お、諸手続きに関する費用は全て買受人の負担とします。 
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⑷ 買受者は、車両のサイレン装置、赤色灯及び消防章を、当消防組合から車両引

渡し後１５日以内に取り外すこと。また、取り外したサイレン装置等は適切に廃

棄すること。（サイレンアンプは撤去した状態での引渡しとなります。） 

⑸ 買受者は、売払車両の「泉州南消防組合」、「車両名」の文字を、当消防組合か

ら車両引渡し後１５日以内に塗りつぶし等により削除すること。文字がシールで

貼付されているため、シールを剥がした後に文字が識別できる跡が残った場合

は、その跡も塗りつぶし等により削除すること。 

  なお、塗りつぶし等により削除するまでの間は、テープを貼る等、文字が識別

できない処置を講じること。 

⑹ 車両の文字の削除を行った証明として、車両の前方、左右、後方及び上部の写

真を車両引渡し後１５日以内に当消防組合担当者に提出すること。 

⑺ 契約の締結及び履行、その他引き取り等に関する全ての費用は買受者の負担と

する。 

⑻ 車両引取り後に受領書を提出すること。 

⑼ 引き渡した車両は、いかなる理由があっても返品はできません。 

 

９．その他  

⑴ 搬送途上に事故等が発生した場合において当組合は一切責任を負わない。 

⑵ 契約締結後に仕様書に定めの無い事項に疑義が生じた場合は、双方の協議によ

るものとする。 

⑶ 車両については、引取場所である阪南消防署 北分署で保管しており、現車確

認の希望があれば事前に下記問合せ先に連絡し、日程を調整してください。 

 

10．問合せ先  

泉州南消防組合 阪南消防署 警防係 

TEL ０７２－４７６－０１１９   

FAX ０７２－４７６－０１２２ 

 


